
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  住宅ローンの連帯債務の異動                

Ｑ：自宅を住宅ローンを組んで購入しまし

た。私と妻との連帯債務になっていますが、

妻が出産のため会社を退職しますので、妻が

返済することができなくなります。このよう

な場合、どのような取扱いになりますでしょ

うか？                                          

                                              

Ａ：次のような取扱いになります。  

【解説】  

贈与税では、連帯債務者が自己の負担に属

する債務の部分を超えて弁済した場合におい

て、その超える部分の金額について他の債務

者に対し求償権を放棄したときは、その超え

る部分の金額は、贈与があったものとみなさ

れることになっています。  

したがって、お尋ねの場合、奥さんが負担

すべきである金額をあなたが負担して、それ

を返してもらわないとしたときには、贈与税

の課税問題が生じますので注意が必要です。  

なお、奥さんが債務を負担しなくなったこ

とから、住宅の名義を共有からあなたの名義

に変更するという場合は、対価を支払わない

で利益を受けた場合に該当し、その利益に相

当する金額の贈与があったものとして贈与税

が課税されることとなります。  

そしてこの場合、奥さんのローンの引き受

けを条件とする住宅の贈与となるときは、負

担付贈与となり、住宅の価額は相続税評価額

ではなく、通常の取引価額(いわゆる時価)に

よって評価することになりますので、この点

に注意しなければなりません。  
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